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	東京圏からの移住を応援！
	見附市
	子育て世帯
	移住支援金
	◆ 支給額
	世帯

	５０万円
	◆ 対象者要件
	条件を満たすかセルフチェック！
	移住支援金の対象ではない。
	東京圏
	に在住している。
	住民票を移す直前に連続して１年以上である。
	直前10年のうち、通算５年以上である。
	18歳未満の子と一緒に見附市に転入する。
	転入した日から１年以内に移住支援金の申請をする。
	裏面へ

	申請日から５年以上継続して居住する意思がある。
	移住後、以下①～④のいずれかの働き方をする。


	就職
	[健康相談]
	働き方①

	テレワーク
	働き方②
	週20時間以上テレワークを実施する。（勤務日数の１/５を超えて東京に通勤することはNG）


	関係人口
	[健康相談]
	働き方③
	次の(A)(B)をそれぞれ１つ以上満たすこと

	(A)
	(B)

	起業
	働き方④
	申請日までの１年以内に、にいがた産業創造機構（NICO）が実施する「起業チャレンジ応援事業」または「U・Iターン創業応援事業」の 交付決定を受けている。
	注意！
	お問い合わせ



	見附市移住相談窓口
	問い合わせフォームはこちら

	0258-62-1700
	chiikikeizai@city.mitsuke.niigata.jp


